
内閣府　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

認定こども園の給食は、３歳以上児への給食の提供に限り外部搬入が認められているが、３歳未満児につ

いても外部搬入を認めること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児への給食の提供に限り一定の条件

の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入する方法）が認められている。

幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満児の受入れを検討しているが、

自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、認定こども園化に踏み切れないという現状がある。

３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替え

ることにより、３歳未満児を受け入れる認定こども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

認定こども園における給食の外部搬入の拡大

提案団体 神奈川県

管理番号 519

根拠法令等

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定

に基づき文部科学部と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」についての構造改革特

別区域推進本部評価・調査委員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が

認められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏

まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評

価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成

２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に認めることは適切ではなく、

今後の評価の結論を踏まえて検討していくことが必要とされており、これは、３歳未満児を受け入れる認定こ

ども園についても同様である。

各府省からの第１次回答

３歳未満児の保育に係る給食の外部搬入が認められておらず、20人以上を受け入れる場合には、調理室の

設置が必要となる。

特に幼稚園から認定こども園へ移行するにあたって、調理室の設置は移行の妨げとなっている。

国として認定こども園化を促進するということであれば、「新制度以降に検討」ではなく、極力早期に対応する

ことを検討いただきたい。

28年度の評価・調査委員会の評価を踏まえての検討に固執しては、喫緊の課題である待機児童対策に重大

な支障が生じるため速やかに対応すべき。

また、搬入元と搬入先の連携を課題として挙げているが、事前準備を入念に行うことにより、解決できると考

える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

【全国町村会】

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき

基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可各府省からの第２次回答
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　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏

まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととされており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方

式を全国的に認めることは弊害が生じるものであり、認められない。

120



文部科学省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

認定こども園の給食は、３歳以上児への給食の提供に限り外部搬入が認められているが、３歳未満児につ

いても外部搬入を認めること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児への給食の提供に限り一定の条件

の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入する方法）が認められている。

幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満児の受入れを検討しているが、

自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、認定こども園化に踏み切れないという現状がある。

３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替え

ることにより、３歳未満児を受け入れる認定こども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

認定こども園における給食の外部搬入の拡大

提案団体 神奈川県

管理番号 519

根拠法令等

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定

に基づき文部科学部と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

47
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回答区分 C　対応不可

平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」についての構造改革特別

区域推進本部評価・調査委員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が認

められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏ま

えて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評

価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成

２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に認めることは適切ではなく、今

後の評価の結論を踏まえて検討していくことが必要。

また、公立保育所の場合は、自市町村の学校給食センター等により外部搬入を行うことから、自市町村の施

設・職員等による対応が可能であるのに対し、私立保育所の場合は、公立保育所の場合のように自ら有する

施設・職員等ではなく、特にきめ細かな個別対応や配慮が必要となる３歳未満児については、搬入元と搬入

先では公立保育所の場合以上に連携が必要となる。しかし、公立保育所の場合であっても、搬入元と搬入先

の連携が課題として明らかになっている以上、私立保育所ではなおさら解決すべき課題が大きいことから、

現時点においては、特区での対応も困難である。

これは、３歳未満児を受け入れる認定こども園についても同様である。

各府省からの第１次回答

３歳未満児の保育に係る給食の外部搬入が認められておらず、20人以上を受け入れる場合には、調理室の

設置が必要となる。

特に幼稚園から認定こども園へ移行するにあたって、調理室の設置は移行の妨げとなっている。

国として認定こども園化を促進するということであれば、「新制度以降に検討」ではなく、極力早期に対応する

ことを検討いただきたい。

28年度の評価・調査委員会の評価を踏まえての検討に固執しては、喫緊の課題である待機児童対策に重大

な支障が生じるため速やかに対応すべき。

また、搬入元と搬入先の連携を課題として挙げているが、事前準備を入念に行うことにより、解決できると考

える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

【全国町村会】

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき

基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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回答区分 C　対応不可

　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏

まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととされており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方

式を全国的に認めることは弊害が生じるものであり、認められない。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

認定こども園の給食は、３歳以上児への給食の提供に限り外部搬入が認められているが、３歳未満児につ

いても外部搬入を認めること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児への給食の提供に限り一定の条件

の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入する方法）が認められている。

幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満児の受入れを検討しているが、

自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、認定こども園化に踏み切れないという現状がある。

３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和されれば、外部搬入に切り替え

ることにより、３歳未満児を受け入れる認定こども園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

認定こども園における給食の外部搬入の拡大

提案団体 神奈川県

管理番号 519

根拠法令等

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定

に基づき文部科学部と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

47
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回答区分 C　対応不可

　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業」についての構造改革特

別区域推進本部評価・調査委員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き課題が

認められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏

まえて作成したガイドライン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育所へ求める。評

価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成

２８年度に改めて評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に認めることは適切ではなく、

今後の評価の結論を踏まえて検討していくことが必要とされており、これは、３歳未満児を受け入れる認定こ

ども園についても同様である。

各府省からの第１次回答

３歳未満児の保育に係る給食の外部搬入が認められておらず、20人以上を受け入れる場合には、調理室の

設置が必要となる。

特に幼稚園から認定こども園へ移行するにあたって、調理室の設置は移行の妨げとなっている。

国として認定こども園化を促進するということであれば、「新制度以降に検討」ではなく、極力早期に対応する

ことを検討いただきたい。

28年度の評価・調査委員会の評価を踏まえての検討に固執しては、喫緊の課題である待機児童対策に重大

な支障が生じるため速やかに対応すべき。

また、搬入元と搬入先の連携を課題として挙げているが、事前準備を入念に行うことにより、解決できると考

える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

【全国町村会】

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき

基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可各府省からの第２次回答
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　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏

まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととされており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方

式を全国的に認めることは弊害が生じるものであり、認められない。
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内閣府　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

幼保連携型認定こども園に係る省令に規定される食事の提供について、満三歳児以上の園児に対する場合

にのみ認められる外部搬入を、公立施設についてはすべての年齢の園児に対して外部搬入による食事の提

供を認めるよう、当該年齢制限を撤廃すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

現在、当市では保育所の食事の提供については、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域

基本方針別表２の「920　公立保育所における給食外部搬入の容認事業」」の認定を受け、給食センター方式

による外部搬入により、０・１・２歳児の給食を提供している。

子ども子育て支援新制度施行に伴い、公立の保育所及び幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する際、

現在は満３歳未満児について、自園調理が義務付けられているため、当市では公立施設が幼保連携型認定

こども園へ移行することが困難になっている。

そこで、公立施設については特区における実績を踏まえ年齢制限を撤廃することにより、幼保連携型認定こ

ども園への円滑な移行を可能とすることを提案するもの。

なお、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の「920　公立保育所におけ

る給食外部搬入の容認事業」」の認定内容を保育所だけではなく、幼保連携型認定こども園も追加すること

により、対応できる場合はそちらで対応をお願いしたい。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

公立施設が幼保連携型認定こども園に移行する際に必要な設備基準（自園調理）の緩和

提案団体 安城市

管理番号 708

根拠法令等

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第７条第３項及び同基準第１３

条第１項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３２条の２

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　公立の保育所と同様に、公立の幼保連携型認定こども園における３歳未満児の食事の提供についても、

特区の枠組みの中で、外部搬入方式を認める方向で検討していく。

各府省からの第１次回答

安城市では子ども・子育て支援事業計画内で、0・1・2歳児の量の確保策の一つとして、公立幼稚園を認定こ

ども園化すること考えている。

ただし、現在安城市立の保育園で構造改革特区により0・1・2歳児に対する給食の外部搬入方式が認められ

ている一方で、認定こども園では認められないことにより、認定こども園への移行についての具体的検討が

進められないでいる。

そこで、認定こども園において、外部搬入方式で３号認定者の給食を提供できるようになれば、当市の認定

こども園において、３号認定者を受け入れることができ、保護者にとっても選択肢が広がるため、特区の拡充

により、３号認定者への給食提供を容認していただきたい。

実施時期については、現在策定中の事業計画で、平成３０年度に認定こども園化を実現し２号３号認定者の

受け入れを行いたいと考えており、市民及び在園児の保護者への周知期間が３年程度必要であるため、平

成２６年度末までに方針を定めていただけるとありがたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は標準もしく

は参酌すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　26年度末までには対応方針をお示しする。

各府省からの第２次回答
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文部科学省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

幼保連携型認定こども園に係る省令に規定される食事の提供について、満三歳児以上の園児に対する場合

にのみ認められる外部搬入を、公立施設についてはすべての年齢の園児に対して外部搬入による食事の提

供を認めるよう、当該年齢制限を撤廃すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

現在、当市では保育所の食事の提供については、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域

基本方針別表２の「920　公立保育所における給食外部搬入の容認事業」」の認定を受け、給食センター方式

による外部搬入により、０・１・２歳児の給食を提供している。

子ども子育て支援新制度施行に伴い、公立の保育所及び幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する際、

現在は満３歳未満児について、自園調理が義務付けられているため、当市では公立施設が幼保連携型認定

こども園へ移行することが困難になっている。

そこで、公立施設については特区における実績を踏まえ年齢制限を撤廃することにより、幼保連携型認定こ

ども園への円滑な移行を可能とすることを提案するもの。

なお、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の「920　公立保育所におけ

る給食外部搬入の容認事業」」の認定内容を保育所だけではなく、幼保連携型認定こども園も追加すること

により、対応できる場合はそちらで対応をお願いしたい。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

公立施設が幼保連携型認定こども園に移行する際に必要な設備基準（自園調理）の緩和

提案団体 安城市

管理番号 708

根拠法令等

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第７条第３項及び同基準第１３

条第１項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３２条の２

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

公立の保育所と同様に、公立の幼保連携型認定こども園における３歳未満児の食事の提供についても、特

区の枠組みの中で、外部搬入方式を認める方向で検討していく。

各府省からの第１次回答

安城市では子ども・子育て支援事業計画内で、0・1・2歳児の量の確保策の一つとして、公立幼稚園を認定こ

ども園化すること考えている。

ただし、現在安城市立の保育園で構造改革特区により0・1・2歳児に対する給食の外部搬入方式が認められ

ている一方で、認定こども園では認められないことにより、認定こども園への移行についての具体的検討が

進められないでいる。

そこで、認定こども園において、外部搬入方式で３号認定者の給食を提供できるようになれば、当市の認定

こども園において、３号認定者を受け入れることができ、保護者にとっても選択肢が広がるため、特区の拡充

により、３号認定者への給食提供を容認していただきたい。

実施時期については、現在策定中の事業計画で、平成３０年度に認定こども園化を実現し２号３号認定者の

受け入れを行いたいと考えており、市民及び在園児の保護者への周知期間が３年程度必要であるため、平

成２６年度末までに方針を定めていただけるとありがたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

26年度末までには対応方針をお示しする。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

幼保連携型認定こども園に係る省令に規定される食事の提供について、満三歳児以上の園児に対する場合

にのみ認められる外部搬入を、公立施設についてはすべての年齢の園児に対して外部搬入による食事の提

供を認めるよう、当該年齢制限を撤廃すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

現在、当市では保育所の食事の提供については、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域

基本方針別表２の「920　公立保育所における給食外部搬入の容認事業」」の認定を受け、給食センター方式

による外部搬入により、０・１・２歳児の給食を提供している。

子ども子育て支援新制度施行に伴い、公立の保育所及び幼稚園が幼保連携型認定こども園に移行する際、

現在は満３歳未満児について、自園調理が義務付けられているため、当市では公立施設が幼保連携型認定

こども園へ移行することが困難になっている。

そこで、公立施設については特区における実績を踏まえ年齢制限を撤廃することにより、幼保連携型認定こ

ども園への円滑な移行を可能とすることを提案するもの。

なお、「構造改革特別区域法第３条に基づく構造改革特別区域基本方針別表２の「920　公立保育所におけ

る給食外部搬入の容認事業」」の認定内容を保育所だけではなく、幼保連携型認定こども園も追加すること

により、対応できる場合はそちらで対応をお願いしたい。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

公立施設が幼保連携型認定こども園に移行する際に必要な設備基準（自園調理）の緩和

提案団体 安城市

管理番号 708

根拠法令等

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第７条第３項及び同基準第１３

条第１項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３２条の２

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

47

131



回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　公立の保育所と同様に、公立の幼保連携型認定こども園における３歳未満児の食事の提供についても、

特区の枠組みの中で、外部搬入方式を認める方向で検討していく。

各府省からの第１次回答

安城市では子ども・子育て支援事業計画内で、0・1・2歳児の量の確保策の一つとして、公立幼稚園を認定こ

ども園化すること考えている。

ただし、現在安城市立の保育園で構造改革特区により0・1・2歳児に対する給食の外部搬入方式が認められ

ている一方で、認定こども園では認められないことにより、認定こども園への移行についての具体的検討が

進められないでいる。

そこで、認定こども園において、外部搬入方式で３号認定者の給食を提供できるようになれば、当市の認定

こども園において、３号認定者を受け入れることができ、保護者にとっても選択肢が広がるため、特区の拡充

により、３号認定者への給食提供を容認していただきたい。

実施時期については、現在策定中の事業計画で、平成３０年度に認定こども園化を実現し２号３号認定者の

受け入れを行いたいと考えており、市民及び在園児の保護者への周知期間が３年程度必要であるため、平

成２６年度末までに方針を定めていただけるとありがたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は標準もしく

は参酌すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 E　提案の実現に向けて対応を検討

　26年度末までには対応方針をお示しする。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

児童福祉施設の利用者への食事提供方法については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によ

り、施設内での調理が義務付けられているが、児童発達支援センターにおける食事提供方法について、施

設外で調理されたものを搬入し提供する方法等施設内での調理以外の方法も認める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行制度】

　児童発達支援センターを利用している障がい児に食事を提供する場合は，「児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準」により、当該センター内で調理をする方法により提供しなければならないことから、当該セ

ンターを設置する場合は、調理員の確保や調理用設備などの整備が必要である。

【支障事例】

　本県のような人口が少ない県では、児童発達支援センターの規模が小さく、利用者も少なく、かつサービス

提供に係る報酬額（収入額）も少ない中で、自前の施設で食事を提供することは、非常にコストがかかり、非

効率的であり、当該センターの設置や施設の経営上大きな問題となっている。

【規制緩和の必要性】

　施設内調理以外の方法（配食を行っている民間事業者が調理した食事を外部搬入、関連する施設で一体

的に調理した食事を提供、地域の学校給食センターが調理した給食を搬入等）を認めるなど、地域の実情に

合わせて柔軟な対応ができるよう、規制緩和することにより、人口の少ない地域においても、児童発達支援

センターの設置促進と安定的な運営が可能となる。

【規制緩和の効果】

　外部搬入方式等が可能となれば、児童発達支援センターの設置や運営に係るコストが削減できるととも

に、食事の提供数が少数であっても、食材の質の確保及び種類豊富な献立を効率的に提供することが可能

となる。また、コストの削減により、経営の効率化が図られることから、新たな児童発達支援センターの設置

を促し地域支援体制の強化が図られるとともに、削減したコストを障がい特性に応じた療育の実施等障がい

児の処遇の向上に充てることができる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

児童発達支援センターにおける利用者への食事提供方法の基準の緩和

提案団体 鳥取県

管理番号 159

根拠法令等

児童福祉法第４５条

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第１１条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　ご提案については、児童発達支援センターにおける運営の合理化を進める等の観点から、一定の要件を

満たした場合、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入が可能となるよう、構造改革特別区域法に

基づき「児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業」による特例を設け、鳥取県を含

め、一部の自治体で外部搬入を実施しているところであるが、全国展開については、現在実施件数が少なく

十分な評価を行うことができないことから、平成28年度に予定している別途実施中の保育所の外部搬入につ

いての評価とあわせて評価を行い、対応を検討してまいりたい。

各府省からの第１次回答

　評価実施後、その評価結果を踏まえて、全国展開について検討すべき。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

　ご提案については、児童発達支援センターにおける運営の合理化を進める等の観点から、一定の要件を

満たした場合、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入が可能となるよう、構造改革特別区域法に

基づき「児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業」による特例を設け、鳥取県を含

め、一部の自治体で外部搬入を実施しているところであるが、全国展開については、現在実施件数が少なく

十分な評価を行うことができないことから、平成28年度に予定している別途実施中の保育所の外部搬入につ

いての評価とあわせて評価を行い、対応を検討してまいりたい。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

児童福祉施設の利用者への食事提供方法については、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」によ

り、施設内での調理が義務付けられているが、児童発達支援センターにおける食事提供方法について、施

設外で調理されたものを搬入し提供する方法等施設内での調理以外の方法も認める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現行制度】

児童発達支援センターを利用している障がい児に食事（給食）を提供する場合は，「児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準」により、当該センター内で調理をする方法により提供しなければならないとされている

ことから、当該センターを設置する場合は、調理員の確保や調理用設備などの整備が必要となってくる。

【支障事例】

しかし、本県のような人口が少ない県では、児童発達支援センターの規模が小さく、利用者も少なく、かつ

サービス提供に係る報酬額（収入額）が少ない中で、自前の施設で食事を提供することは、非常にコストがか

かり、非効率的であり、当該センターの設置や施設の経営上大きな問題となっている。

【規制緩和の効果】

食事提供の方法として、施設内で調理をする以外の方法、例えば、外部搬入方式が可能となれば、設置や

運営に係るコストが削減できるとともに、食事の提供数が少数であっても、食材の質の確保及び種類豊富な

献立を効率的に提供することが可能となる。

また、コストの削減により、経営の効率化が図られることから、新たな児童発達支援センターの設置を促し地

域支援体制の強化が図られるとともに、削減したコストを障がい特性に応じた療育の実施等障がい児の処遇

の向上に充てることができる。

【規制緩和の必要性】

児童発達支援センターの設置促進と安定的な経営を行うため、施設内調理以外の方法（配食を行っている

民間事業者が調理した食事を外部搬入する方法、関連する施設で一体的に調理した食事を提供する方法、

地域の学校給食センターが調理した給食を搬入する方法等）も認めるなど、地域の実情に合わせた柔軟な

対応ができるよう、基準を緩和すべきである。

なお、同じ通所サービスである保育所や、障害福祉サービス事業所においては、既に、ある一定の要件を満

たせば、外部搬入方式などが認められている。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

児童発達支援センターにおける利用者への食事提供方法の基準の緩和

提案団体 中国地方知事会

管理番号 951

根拠法令等

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第１１条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　ご提案については、児童発達支援センターにおける運営の合理化を進める等の観点から、一定の要件を

満たした場合、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入が可能となるよう、構造改革特別区域法に

基づき「児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業」による特例を設け、一部の自治

体で外部搬入を実施しているところであるが、全国展開については、現在実施件数が少なく十分な評価を行

うことができないことから、平成28年度に予定している別途実施中の保育所の外部搬入についての評価とあ

わせて評価を行い、対応を検討してまいりたい。

各府省からの第１次回答

　評価実施後、その評価結果を踏まえて、全国展開について検討すべき。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

　ご提案については、児童発達支援センターにおける運営の合理化を進める等の観点から、一定の要件を

満たした場合、児童発達支援センターにおける給食の外部搬入が可能となるよう、構造改革特別区域法に

基づき「児童発達支援センターにおける給食の外部搬入方式の容認事業」による特例を設け、一部の自治

体で外部搬入を実施しているところであるが、全国展開については、現在実施件数が少なく十分な評価を行

うことができないことから、平成28年度に予定している別途実施中の保育所の外部搬入についての評価とあ

わせて評価を行い、対応を検討してまいりたい。

各府省からの第２次回答

136



厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

保育所における居室等の面積、保育士の配置について、従うべき基準から標準あるいは参酌基準に変更

し、地域の実情に応じて基準を設定できるようにすること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【制度改正の必要性等】住民に身近な行政サービスである保育所の設置運営基準については、地域ごとの

事情は千差万別であることから、全国一律の規制を行うのではなく、地方自治体の裁量の余地を広げ、地域

の実情に応じた基準を設定できるようにすることが必要である。

（待機児童が多く、地価が高く市街地が過密した都市部と、待機児童が少なく、地価も比較的安価で土地利

用にゆとりのある地域とを一律に同じ基準で縛ることは不合理である。）

そのため、児童福祉法第45条第2項第2号等により従うべき基準とされている保育所における居室等の面

積、保育士の配置について、標準あるいは参酌基準に変更し、地域の実情に応じて基準を設定できるように

すべきある。

【制度改正の経緯】第１次一括法に基づき、平成２４年４月から児童福祉施設・サービスの人員・設備・運営

基準等は都道府県等の条例に委任され、人員・居室面積等の厚生労働省令で定める基準は従うべき基準、

その他は参酌すべき基準とされた。

ただし、保育所の居室面積基準について、地価が高く、待機児童が１００人以上いる地域において厚生労働

大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間は、「標準」とする特例措置が創設された。

（平成23年9月に34都市が指定され、その後の追加等で現在は40都市（埼玉県内は3市））

埼玉県においては、平成24年12月議会で埼玉県児童福祉法施行条例を制定し、第1次一括法附則第4条の

規定により厚生労働大臣が指定した地域は平成27年3月31日までの間、満1歳以上満2歳未満の幼児に限

り、1人当たり居室面積を2.5㎡まで緩和可能とした。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

保育所に配置する職員数や居室面積に係る義務付け・枠付けの見直し

提案団体 埼玉県

管理番号 274

根拠法令等

児童福祉法第４５条第２項第２号、附則第４条

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

（昭和２３年１２月２９日厚生省令第６３号）

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第４

条の基準を定める省令（平成２３年厚生労働省令第１１２号）

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限の基準を定めるべきで

あり、保育の質等に深刻な影響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としてい

る。その理解の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）において、以下のとおり結

論が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市、中核

市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関す

る基準に係る規定、居室の面積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権

侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」

とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっ

ては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係

る規定は、「標準」とする。

各府省からの第１次回答

　本提案は、保育所における居室等の面積、保育士の配置について、従うべき基準から標準あるいは参酌

基準に変更し、地域の実情に応じて基準を設定できるようにすることを提案するものである。

　本来、地方自治体がサービス、施策等のあり方についての説明責任を負うべきであり、何らかのニーズに

対応する見直しの必要性の判断も、地方自治体の責任において行うようにしなければならないと考える。

　この趣旨から、地方自治体に権限の移譲を求めるものである。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

　本提案は、保育所における居室等の面積、保育士の配置について、従うべき基準から標準あるいは参酌

基準に変更し、地域の実情に応じて基準を設定できるようにすることを提案するものである。

　本来、地方自治体がサービス、施策等のあり方についての説明責任を負うべきであり、何らかのニーズに

対応する見直しの必要性の判断も、地方自治体の責任において行うようにしなければならないと考える。

　この趣旨から、地方自治体に権限の移譲を求めるものである。

　第1次回答では、平成21年以後、特段の事情変更も認められないとあるが、今や人口減少・超高齢化に対

する危機感は次元が異なるレベルにあり、子育てや女性が就業しやすい環境づくりは国家的な喫緊の課題

となっており、政策の見直しが必要である。

　政府のまち・ひと・しごと創生本部が9月12日に決定した「基本方針」においては、「基本目標」として「従来

の取組の延長線上にはない次元の異なる大胆な政策を確かな結果が出るまで断固として実施していく」とさ

れているところである。

※「基本方針」（平成26年9月12日まち・ひと・しごと創生本部決定）抄

１　基本目標

　（略）人口減少・超高齢化という危機的な現実を直視しつつ、従来の取組の延長線上にない次元の異なる

大胆な政策を、中長期の観点から、確かな結果がでるまで断固として力強く実行していく。

２　基本的視点

（１）若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現

　人口減少を克服するため、若い世代が安心して働き、希望通り結婚・出産・子育てをすることができる社会

経済環境を実現する。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見
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【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【保育士配置・居室面積基準の参酌基準化】

○　次の理由から、提案の実現に向け前向きな検討を求める。

　・　第１次回答の中で、地方分権改革推進委員会の第３次勧告で決定済であることを指摘するが、「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律

第37号）（第１次一括法）附則第46条の規定では、「政府は、…（中略）…新児童福祉法…（中略）…第四十五

条…（中略）…並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれ

らの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。

　・　東京都のように認証保育所（認可外保育所）を懸命に増やしても待機児童が解消されていない地域が

存在する一方で、こうした独自の認証保育所が高い評価を得ている実態もあることは、附則第46条に照らし

ても「事情の変更」と言えるのではないか。

　・　待機児童解消のため、認可保育所と異なる基準を持った地域型保育事業を導入することも、待機児童

解消のために保育制度全般の枠組みが変わるという「事情の変更」であり、これも附則第46条が想定してい

ることではないのか。

　・　認可保育所における保育従事者にすべて保育士を要求する理由として「子どもによって保育士とそうで

ない者が対応することになり不適切」と説明しているが、地域型保育等の新制度において、認可保育所以外

では全てが保育士であることを義務付けていないことは、説明の一貫性を欠いている。

【保育所の居室面積の特例措置】

○　提案団体からは、期限付きの特例制度である以上、期限切れになった場合には人員整理が必要になっ

てしまい、雇用する保育士の処遇上、問題があるため認可保育所での制度活用が進んでいない原因になっ

ているとする指摘があった。こうした現場の声を踏まえると、単なる延長でなく、参酌基準とした上で恒久化す

べきである。

○　平成27年度から新制度がスタートする段階で現場に混乱をもたらすとの懸念があるとしても、最終的に

は参酌基準とすることを目指した上で段階的に移行すべきである。

○　０・１歳児を対象とした特例措置を適用するためには、２歳児以降の定員も増やす必要があり、面積基準

上困難であるとの指摘もある。小規模保育事業における連携施設確保（０～２歳が３歳に到達した際に別施

設で保育を実施する必要があること）が困難であることと同様、対象年齢だけの基準緩和のみならず、制度

全体の連動性を加味した措置が必要である。その点からも、各地域における事情を踏まえた取組を認める

べきであって、参酌基準化すべきである。

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可

　前回、回答したとおり、子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限

の基準を定めるべきである。

　なお、「参酌すべき基準」としている事項や、「従うべき基準」の上乗せについては、地方自治体の実情に応

じて条例を制定することが可能となっている。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

保育所の基準にかかる条例を都道府県が制定するに当たり、従わなければならないとされている府省令で

定める事項について、参酌化すること。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【現在の制度】児童福祉法第45条にて、都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で定め

ることを求められている。条例制定にあたっては、同条第2項により厚生労働省令の定めるところに従うことと

されている。

【制度改正の必要性】平成13年度に創設した都独自の基準を定めた認証保育所では、基準面積の年度途中

の弾力的運用を認め（2歳未満児居室面積について年度当初3.3㎡→年度途中2.5㎡）、産休、育休明けなど

の年度途中の保育ニーズの受け皿として柔軟に対応している。また、保育従事職員の資格要件について、

保育士以外の多様な人材の活用を可能にするため、保育士については常勤6割としており、制度開設後12

年を経過しているが、これまで適切に運営され、多様な保育ニーズに応えている。

こうした地域の実情に応じた基準により設置している認証保育所は、制度創設以来、毎年度増え続け、直近

10年でみると、認証保育所が543か所、認可保育所296か所増加し、増加の7割を認証保育所が占めており、

都の保育施策で大きな実績を上げている。それでもなお、都内の待機児童数は8千人を超えており、解消に

向けた保育サービスの拡充が急務である。

そのため、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準のうち保育所に係る「従うべき基準」について、「参

酌すべき基準」に見直していただきたい。

これにより、認証保育所と同様に、認可保育所についても基準面積の弾力的運用が可能となり、待機児童対

策や要支援児童への適切な保育の提供に資する。また、保育士以外の資格を持つ者の活用や資格要件の

緩和により、現状でも不足している保育人材の有効活用が図られる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

保育所に関する基準に係る地方の裁量拡大

提案団体 東京都

管理番号 744

根拠法令等

児童福祉法第４５条

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第３２条、第３２条の２、第３３条、第３５条

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限の基準を定めるべきであ

り、保育の質等に深刻な影響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としている。

その理解の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）において、以下のとおり結論

が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市、中核

市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関す

る基準に係る規定、居室の面積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権

侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」

とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっ

ては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係

る規定は、「標準」とする。

各府省からの第１次回答

保育従事者の資格要件について、来年度からの子ども・子育て支援新制度では、新たに区市町村認可とな

る家庭的保育や小規模保育において、保育士の配置を、５割で可としている。

また、都において認証保育所基準（面積基準を年度途中２．５㎡まで弾力化可能、保育従事者を保育士６割

以上）で認定している地方裁量型認定こども園や認可外部分も含む幼稚園型認定こども園も新制度では給

付の対象となる。

このように、国は保育従事者の保育士資格要件について、認可保育所には１０割配置を求める一方、小規

模保育や地方裁量型・幼稚園型認定こども園では、１０割配置を求めていないという事実が示すように、国の

定める基準は整合性を欠いている。

面積基準の緩和について、特例による時限措置の場合では、時限措置終了後に待機児童数が増加すること

が懸念される。

また、時限による定員増は、職員配置の面でも臨時雇用にせざるを得ないため、現在の時限的な緩和措置

も使いづらい制度となっている。

そのため、特例措置の延長ではなく、地域の実情に応じて、地方自治体が安定的に保育サービスを提供で

きるよう、保育所の基準は、参酌基準とすべきと考える。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参酌

すべき基準へ移行するべきである。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【保育士配置・居室面積基準の参酌基準化】

○　次の理由から、提案の実現に向け前向きな検討を求める。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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　・　第１次回答の中で、地方分権改革推進委員会の第３次勧告で決定済であることを指摘するが、「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律

第37号）（第１次一括法）附則第46条の規定では、「政府は、…（中略）…新児童福祉法…（中略）…第四十五

条…（中略）…並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれ

らの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。

　・　東京都のように認証保育所（認可外保育所）を懸命に増やしても待機児童が解消されていない地域が

存在する一方で、こうした独自の認証保育所が高い評価を得ている実態もあることは、附則第46条に照らし

ても「事情の変更」と言えるのではないか。

　・　待機児童解消のため、認可保育所と異なる基準を持った地域型保育事業を導入することも、待機児童

解消のために保育制度全般の枠組みが変わるという「事情の変更」であり、これも附則第46条が想定してい

ることではないのか。

　・　認可保育所における保育従事者にすべて保育士を要求する理由として「子どもによって保育士とそうで

ない者が対応することになり不適切」と説明しているが、地域型保育等の新制度において、認可保育所以外

では全てが保育士であることを義務付けていないことは、説明の一貫性を欠いている。

【保育所の居室面積の特例措置】

○　提案団体からは、期限付きの特例制度である以上、期限切れになった場合には人員整理が必要になっ

てしまい、雇用する保育士の処遇上、問題があるため認可保育所での制度活用が進んでいない原因になっ

ているとする指摘があった。こうした現場の声を踏まえると、単なる延長でなく、参酌基準とした上で恒久化す

べきである。

○　平成27年度から新制度がスタートする段階で現場に混乱をもたらすとの懸念があるとしても、最終的に

は参酌基準とすることを目指した上で段階的に移行すべきである。

○　０・１歳児を対象とした特例措置を適用するためには、２歳児以降の定員も増やす必要があり、面積基準

上困難であるとの指摘もある。小規模保育事業における連携施設確保（０～２歳が３歳に到達した際に別施

設で保育を実施する必要があること）が困難であることと同様、対象年齢だけの基準緩和のみならず、制度

全体の連動性を加味した措置が必要である。その点からも、各地域における事情を踏まえた取組を認める

べきであって、参酌基準化すべきである。

回答区分 C　対応不可

　子ども・子育て支援新制度に関する法整備では、認可保育所に関する人員配置基準等については従前の

とおりとされた。

　また、３歳未満児については、待機児童数が多いことから、一定の質を確保した保育の受け皿を増やして

いく必要があり、小規模保育はそのために新たに設けたもの。

　認可外保育施設が増える中で、できる限りその質を向上させて新制度の体系に取り組んでいくという観点

から、１名の追加配置を求めるとともに、保育士の配置比率が向上するよう、段階的に保育所と同数の職員

配置となるよう促すこととしたものである。

　なお、子ども・子育て会議の場においても、小規模保育は認可保育所とは別のものであり、質の確保向上

を目指すべきであるという方向性や、認可保育所の人員配置基準の緩和につながるものではないという認

識が共有されているところ。

各府省からの第２次回答
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内閣府　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

認定こども園における保育室の面積、食事の提供方法、園舎及び園庭の位置等に関する事項等について、

「従うべき基準」とされているものについて、必要となる財源を措置した上で、「参酌すべき基準」に見直すこ

と。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積基準の設定など、自治体が主

体的に決定することができない。中でも特に、児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持する

のは、土地の確保が難しい都市部では問題がある。

乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営の大きな負担となっている施設

がある。

都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内に園庭を設けることが困難な地

域がある。

【改正による効果】

地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合理化を図ることができる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

認定こども園における保育室面積、食事の提供方法、園舎及び園庭の位置等に関する事項等、

「従うべき基準」とされている事項の見直し

提案団体    兵庫県【共同提案】京都府、大阪府、和歌山県、鳥取県、徳島県

管理番号 790

根拠法令等

就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第２項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限の基準を定めるべきで

あり、保育の質等に深刻な影響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としてい

る。その理解の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）において、以下のとおり結

論が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市、中核

市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関す

る基準に係る規定、居室の面積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権

侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」

とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっ

ては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係

る規定は、「標準」とする。

各府省からの第１次回答

以下の点について、厚生労働省等関係府省の見解を求める。

・平成21年度以降、少子化が深刻化し、保育の必要性が高まっていることから、国の基準を参酌し、地方が

それぞれの実情に応じて定めることができる仕組みとすべき。

・また、基準は条例で定めることから、議会の議決を要することはもちろん、新制度を踏まえ、地域における

子ども・子育て支援方策については、保護者、地域の事業者や学識者等の幅広い関係者が参画する地方版

子ども・子育て会議や児童福祉審議会等において議論するシステムが構築されている

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は標準もしく

は参酌すべき基準へ移行するべきである。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【全国町村会】

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点から「従うべき基準」を廃止し、又は標準もしくは参酌す

べき基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点

回答区分 C　対応不可各府省からの第２次回答
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　前回、回答したとおり、子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限

の基準を定めるべきである。

　なお、「参酌すべき基準」としている事項や、「従うべき基準」の上乗せについては、地方自治体の実情に応

じて条例を制定することが可能となっている。
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文部科学省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

認定こども園における保育室の面積、食事の提供方法、園舎及び園庭の位置等に関する事項等について、

「従うべき基準」とされているものについて、必要となる財源を措置した上で、「参酌すべき基準」に見直すこ

と。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積基準の設定など、自治体が主

体的に決定することができない。中でも特に、児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持する

のは、土地の確保が難しい都市部では問題がある。

乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営の大きな負担となっている施設

がある。

都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内に園庭を設けることが困難な地

域がある。

【改正による効果】

地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合理化を図ることができる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

認定こども園における保育室面積、食事の提供方法、園舎及び園庭の位置等に関する事項等、

「従うべき基準」とされている事項の見直し

提案団体    兵庫県【共同提案】京都府、大阪府、和歌山県、鳥取県、徳島県

管理番号 790

根拠法令等

就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第２項

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項

47

146



回答区分 C　対応不可

子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限の基準を定めるべきであ

り、保育の質等に深刻な影響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としている。

その理解の下、既に地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）において、以下のとおり結論が

出ており、その後の特段の事情変更も認められない。なお、「従うべき基準」を上回る基準については、現行

でも設定することは可能。これは、保育所に限らず、幼保連携型認定こども園についても同様である。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）（抄）

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市、中核

市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関す

る基準に係る規定、居室の面積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権

侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」

とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっ

ては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係

る規定は、「標準」とする。

各府省からの第１次回答

以下の点について、厚生労働省等関係府省の見解を求める。

・平成21年度以降、少子化が深刻化し、保育の必要性が高まっていることから、国の基準を参酌し、地方が

それぞれの実情に応じて定めることができる仕組みとすべき。

・また、基準は条例で定めることから、議会の議決を要することはもちろん、新制度を踏まえ、地域における

子ども・子育て支援方策については、保護者、地域の事業者や学識者等の幅広い関係者が参画する地方版

子ども・子育て会議や児童福祉審議会等において議論するシステムが構築されている

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は標準もしく

は参酌すべき基準へ移行するべきである。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【全国町村会】

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点から「従うべき基準」を廃止し、又は標準もしくは参酌す

べき基準への移行を検討すべきである。

【保育士配置・居室面積基準の参酌基準化】

○　次の理由から、提案の実現に向け前向きな検討を求める。

　・　第１次回答の中で、地方分権改革推進委員会の第３次勧告で決定済であることを指摘するが、「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律

第37号）（第１次一括法）附則第46条の規定では、「政府は、…（中略）…新児童福祉法…（中略）…第四十五

条…（中略）…並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれ

らの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。

　・　東京都のように認証保育所（認可外保育所）を懸命に増やしても待機児童が解消されていない地域が

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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存在する一方で、こうした独自の認証保育所が高い評価を得ている実態もあることは、附則第46条に照らし

ても「事情の変更」と言えるのではないか。

　・　待機児童解消のため、認可保育所と異なる基準を持った地域型保育事業を導入することも、待機児童

解消のために保育制度全般の枠組みが変わるという「事情の変更」であり、これも附則第46条が想定してい

ることではないのか。

　・　認可保育所における保育従事者にすべて保育士を要求する理由として「子どもによって保育士とそうで

ない者が対応することになり不適切」と説明しているが、地域型保育等の新制度において、認可保育所以外

では全てが保育士であることを義務付けていないことは、説明の一貫性を欠いている。

【給食の外部搬入条件の緩和】

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

回答区分 C　対応不可

　前回、回答したとおり、子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限

の基準を定めるべきである。

　なお、「参酌すべき基準」としている事項や、「従うべき基準」の上乗せについては、地方自治体の実情に応

じて条例を制定することが可能となっている。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

内閣府、文部科学省、厚生労働省

求める措置の具体的内容

認定こども園における保育室の面積、食事の提供方法、園舎及び園庭の位置等に関する事項等について、

「従うべき基準」とされているものについて、必要となる財源を措置した上で、「参酌すべき基準」に見直すこ

と。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

【支障事例】

児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積基準の設定など、自治体が主

体的に決定することができない。中でも特に、児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持する

のは、土地の確保が難しい都市部では問題がある。

乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営の大きな負担となっている施設

がある。

都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内に園庭を設けることが困難な地

域がある。

【改正による効果】

地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合理化を図ることができる。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

認定こども園における保育室面積、食事の提供方法、園舎及び園庭の位置等に関する事項等、

「従うべき基準」とされている事項の見直し

提案団体    兵庫県【共同提案】京都府、大阪府、和歌山県、鳥取県、徳島県

管理番号 790

根拠法令等

就学前のこどもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第２項
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回答区分 C　対応不可

　子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限の基準を定めるべきで

あり、保育の質等に深刻な影響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としてい

る。その理解の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）において、以下のとおり結

論が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市、中核

市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関す

る基準に係る規定、居室の面積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権

侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」

とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっ

ては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係

る規定は、「標準」とする。

各府省からの第１次回答

以下の点について、厚生労働省等関係府省の見解を求める。

・平成21年度以降、少子化が深刻化し、保育の必要性が高まっていることから、国の基準を参酌し、地方が

それぞれの実情に応じて定めることができる仕組みとすべき。

・また、基準は条例で定めることから、議会の議決を要することはもちろん、新制度を踏まえ、地域における

子ども・子育て支援方策については、保護者、地域の事業者や学識者等の幅広い関係者が参画する地方版

子ども・子育て会議や児童福祉審議会等において議論するシステムが構築されている

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は標準もしく

は参酌すべき基準へ移行するべきである。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【全国町村会】

子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点から「従うべき基準」を廃止し、又は標準もしくは参酌す

べき基準への移行を検討すべきである。

【保育士配置・居室面積基準の参酌基準化】

○　次の理由から、提案の実現に向け前向きな検討を求める。

　・　第１次回答の中で、地方分権改革推進委員会の第３次勧告で決定済であることを指摘するが、「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律

第37号）（第１次一括法）附則第46条の規定では、「政府は、…（中略）…新児童福祉法…（中略）…第四十五

条…（中略）…並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれ

らの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。

　・　東京都のように認証保育所（認可外保育所）を懸命に増やしても待機児童が解消されていない地域が

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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存在する一方で、こうした独自の認証保育所が高い評価を得ている実態もあることは、附則第46条に照らし

ても「事情の変更」と言えるのではないか。

　・　待機児童解消のため、認可保育所と異なる基準を持った地域型保育事業を導入することも、待機児童

解消のために保育制度全般の枠組みが変わるという「事情の変更」であり、これも附則第46条が想定してい

ることではないのか。

　・　認可保育所における保育従事者にすべて保育士を要求する理由として「子どもによって保育士とそうで

ない者が対応することになり不適切」と説明しているが、地域型保育等の新制度において、認可保育所以外

では全てが保育士であることを義務付けていないことは、説明の一貫性を欠いている。

【給食の外部搬入条件の緩和】

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、市町村が実施責任

を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であっても対応は可能であるはずである。

○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を与えるべきである。

○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支障事例もある。

回答区分 C　対応不可

　前回、回答したとおり、子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限

の基準を定めるべきである。

　なお、「参酌すべき基準」としている事項や、「従うべき基準」の上乗せについては、地方自治体の実情に応

じて条例を制定することが可能となっている。

各府省からの第２次回答
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厚生労働省　第２次回答 重点事項通番：

制度の所管･関係府省

厚生労働省

求める措置の具体的内容

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」において「職員」の配置については、都道府県が条例を定め

るに当たって「従うべき基準」とされている。

「児童家庭支援センターの設置運営等について」（厚生省児童家庭局長）では、当センターに配置する職員を

「相談・支援を担当する職員」（2名）と心理療法等を担当する職員(1名）と示しており、児童福祉施設等に附

置している場合、入所者等の直接処遇の業務は行わないものであることとされている。

これを本体施設の業務に支障のない範囲において兼務を認めることを求める。

具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等

国が示す「社会的養護の課題と将来像」では、施設で生活する子どもが9割、里親家庭で生活する子どもが1

割である現状を、①ユニット化した本体施設、②グループホーム、③里親・ファミリーホームで生活する子ども

の割合を3分の１ずつにするなどの目標を掲げており、これを実現するため都道府県計画の策定が義務付け

られているところであるが、特に③里親・ファミリーホームについては、３割へ引き上げるには相当の行政に

よるバックアップが必要な状況にある。

施設内附置の方法による同センター設置が現実的なところではあるものの、各施設とも人員配置上の余裕も

少なく、専従要件を満たすことができない。一般的には、職員配置については、子どもの処遇に直接影響す

る内容ではあるので安易な緩和は適当ではないと考えるが、里親等への支援を期待される「児童家庭支援

センター」の職員配置に関しては、業務に支障のない範囲での兼務であれば、子どもの処遇への大きな影響

は考えにくく、むしろセンターを設置することによるメリットの方が大きいと考える。

提案区分 B　地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉

提案事項
（事項名）

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準における「従うべき基準」の緩和

提案団体 神奈川県

管理番号 520

根拠法令等

児童福祉法第45条第２項

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第８条等

 平成２６年　地方分権改革に関する提案募集　提案事項
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回答区分 C　対応不可

　子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項については国が最低限の基準を定めるべきで

あり、保育の質等に深刻な影響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準としてい

る。その理解の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年12月15日閣議決定）において、以下のとおり結

論が出ており、その後の特段の事情変更も認められない。また、「児童家庭支援センターの設置運営等につ

いて」（平成10年5月18日付け児発第397号厚生省児童家庭局長通知）の職員の配置等については児童家庭

支援センターを適正に運営するための規定であるため、見直しは考えていない。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例（制定主体は都道府県、指定都市、中核

市（ただし、助産施設、母子生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関す

る基準に係る規定、居室の面積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対する人権

侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」

とし、その他の設備及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。ただし、保育所にあっ

ては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係

る規定は、「標準」とする。

各府省からの第１次回答

児童虐待通告が増加の一途をたどり、児童相談所の体制がそれに追いつかない状況の中で、児童家庭支

援センターには、比較的軽微な内容で児童相談所でなくても対応可能なケースを分担してもらうことで、地域

の児童虐待へ対応する体制の充実強化と、施設を退所した児童のアフターケアの充実を期待したいが、特

に心理職員の人材確保が厳しくセンターが開設できない状況にある。

　職員体制については、事業の質を左右する重要な要素と理解するところではあるが、心理職員の実質的な

業務の内容としても、例えば、対象となる子ども自身が学習等のためにセンターに不在の時間もあり、また、

施設併設型であれば、必要に応じて、直ちに駆けつけることもできると考えることから、専従としなければ直

ちに児童の処遇に多大な影響があると考えにくい。

　よって、特に施設併設型については心理職員の兼務を認めていただきたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

児童家庭支援センターの職員の配置数に関する「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員会第３

次勧告を踏まえ標準とし、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた異なる内容を定めることを許

容するべきである。

それまでの間については、提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【全国市長会】

提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○　次の理由から、提案の実現に向け前向きな検討を求める。

　・　第１次回答の中で、地方分権改革推進委員会の第３次勧告で決定済であることを指摘するが、「地域の

自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律

全国知事会からの意見

全国市長会・全国町村会からの意見

重点事項５８項目について提案募集検討専門部会から指摘された主な再検討の視点
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第37号）（第１次一括法）附則第46条の規定では、「政府は、…（中略）…新児童福祉法…（中略）…第四十五

条…（中略）…並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれ

らの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されている。

回答区分 C　対応不可

　児童福祉施設の設備及び運営についての最低基準（昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」とい

う。）において、心理療法を行う必要があると認められる児童等10人以上に心理療法を行う場合には、心理

療法担当職員を置かなければならない規定としており、これは児童福祉法（昭和22年法律第164号。）第45条

に規定される「児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するもの」である。

また、「児童家庭支援センターの設置運営等について」（平成10年5月18日付け児発第397号厚生省児童家

庭局長通知）の職員の配置等については児童家庭支援センターを適正に運営するための規定であり、その

人件費については最低基準において別途補助しているため見直しは考えておらず、児童養護施設等のおけ

る心理療法担当職員が児童家庭支援センターにおける心理療法等を担当する職員を兼務することは原則認

められない。

各府省からの第２次回答
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